
障害者支援制度のご案内

重度心身障害者医療費支給制度
対象／
①身体障害者手帳1～3級
②療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂ
③６５歳以上の後期高齢者医療制度の加入者で、次のいず
れかを所持している方
・音声または言語、そしゃく機能障害、下肢機能障害
4級（一部）の身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・障害基礎年金1・2級の証書

※新規の方は、福祉課へ登録が必要です。
支給額／入院、通院等の各医療保険制度における医療費
の一部負担金および入院時食事療養標準負担額。ただ
し、各医療保険から高額療養費や附加給付金が支給さ
れるときは、その金額を差し引いて支給

申請手続／毎月15日（休日のときは翌日）までに申請さ
れた場合は、翌月の15日（休日のときは前日）に支給

申請先／福祉課、内間木支所、各出張所
※郵送でも申請ができます。福祉課へお送りください。

精神保健福祉相談
精神保健福祉士が相談に応じます。精神保健に関する

ご本人・家族の相談を、電話・面接などにより行ってい
ますので、ご利用ください。
日時／毎週火・金曜日 午後1時～5時15分
会場／福祉課
費用／無料
※相談内容や個人情報などの秘密は厳守
します。

居宅介護（ホームヘルプ）サービス
対象／市内在住の障害手帳を所持している方等で介護が
必要な方

内容／自宅での入浴、排せつ、食事の介護等
※障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住
等の状況）により、サービスの内容を決定します。
利用料金／原則として費用の1割を負担
※所得状況に応じて利用料金の負担上限額が設定されます
（市町村民税非課税の場合は無料）。
※介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険制
度での利用が優先となります。
※利用に当たり、障害程度区分の認定が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

朝霞市障害者移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方に、外出のための

支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参
加を促すことを目的に実施しています。
内容／障害のある方の社会生活上、必要不可欠な外出等
について、移動のための支援をします。

対象／市内に住所を有する障害のある方等で次のいずれ
かに該当する人

1 障害者手帳（身体・療育・精神）を持っている方
※身体障害については諸要件あり
2 医師により発達に障害があると診断された方
※視覚障害があり、移動に著しい困難
を有する方は同行援護の利用が優先と
なります。
費用負担／原則として費用の1割を負担
（市民税非課税世帯は無料）
利用上限／月128時間以内
利用方法／福祉課に申請し、利用決定を受けてください。

自立支援医療（精神通院）制度
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費（院外処

方薬局、精神科デイケア、訪問看護ステーションも対象
になります）の自己負担分を10％に軽減する自立支援医
療（精神通院）制度があります。この制度を受けるために
は、市経由で埼玉県知事の認定を受ける必要があります。
また、市では、この制度で自己負担した医療費につい

て助成を行っていますのでご利用ください。

自立支援医療（更生医療）制度
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、手術等に

より障害の程度を軽くしたり取り除いたり、障害の進行
を防ぐことが可能な場合、医療の給付を行います。
ただし、更生医療の指定医療機関に限られます。
対象／肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・
そしゃく機能およびヒト免疫ウイルスによる免疫機能
に障害があり、確実な治療効果が期待できる方。心臓、
腎臓、肝臓、小腸機能障害のため、手術等を必要とす
る方

費用負担／本人および世帯の課税状況により自己負担
（原則として1割負担）があります。

給付条件／埼玉県総合リハビリテーションセンターの
判定を受ける必要があります。

平成25年度に実施する障害福祉サービス等をご案内します。受けることができる制度は障害者手帳の有無や種類、
等級によって異なります。障害者手帳の取得方法などの詳細はお問い合わせください。

問／福祉課 内２６５２～３・２６５８ �４６３―１５９８～９ �４６３―１０２５

12広報あさか ２０１３．７



障害者等日中一時支援事業
一時的に見守り等が必要な障害のある方に日中活動の

場を提供し、また、日常的に介護している家族の支援を
目的とした日中一時支援事業を「すわ緑風園」などで実
施しています。
対象／市内に住所を有する障害のある方等で次のいずれ
かに該当する方

①障害者手帳（身体・療育・精神）を持っている方
②医師により発達に障害があると診断された方
費用負担／原則として費用の1割を負担（市民税非課税
世帯は無料）

利用上限／月10日以内
利用方法／福祉課に申請し、利用決定を受けてください。

成年後見制度
認知症の方、障害のある方など判断能力の不十分な

方々に対して、財産管理や身上監護（介護、施設への入
退所などの生活に配慮すること）における契約などの法
律行為等を支援する成年後見制度があります。
市では、身寄りのない知的障害のある方、精神障害の

ある方等に対して成年後見制度の利用に係る必要な経費
の助成を行っています。
※諸条件があるので詳細については、福祉課または下記
までお問い合わせください。
○法務省民事局 �03―3580―4111
○権利擁護センター �048―822―1204・1240
○ＮＰＯ法人埼玉成年後見センター �048―825―6200

紙おむつ支給サービス
対象／常時紙おむつを利用している市内在住の方で、身
体障害者手帳1、2級または療育手帳Ⓐ、Ａを所持し
ている方（入院中の方、施設に入所中の方、3歳未満
の方、長寿はつらつ課の制度で紙おむつの支給を受け
ている方を除く）

支給内容／市の指定品目より選択
申込方法／福祉課へ申請してください。

難病等の方も障害福祉サービス等の対象に
平成２５年４月から、難病等の方も障害福祉サービス等

（居宅介護・短期入所等）の利用対象となりました。
対象となる方／対象疾患は、政令で定める１３０疾患によ
る障害がある方（関節リウマチ等）

手続方法／診断書または特定疾患医療受給者証を持参の
うえ、福祉課へ申請してください。

特別児童扶養・特別障害者・障害児福祉手当
①特別児童扶養手当
身体等に一定の障害がある20歳未満の方を育てている

方に支給されます。ただし、施設に入所しているお子さ
んや障害を支給事由とする年金を受給しているお子さん
を除きます。
支給額／1級 月額５０，４００円

2級 月額３３，５７０円
②特別障害者手当
身体等に著しく重度の障害があ

り、日常生活で常時特別な介護を
必要とする20歳以上の方に支給さ
れます。ただし、施設に入所中の
方や3か月以上継続して病院等に
入院している方を除きます。
支給額／月額２６，２６０円
③障害児福祉手当
身体等に著しく重度の障害があり、常時特別な介護を

必要とする20歳未満の方に支給されます。ただし、施設
に入所中の方や障害を支給事由とする年金を受給してい
る方を除きます。
支給額／月額１４，２８０円
※①～③のいずれの手当も所得制限があり、支給が停止
になることがあります。受給要件・申請方法については
福祉課へお問い合わせください。
現況届を提出してください
すでに手当を受けている方は、毎年8月に現況届（所

得状況届）の提出が必要です。届出用紙を7月下旬頃に
送付しますので、忘れずに提出をお願いします。この書
類を提出しないと、8月以降の手当が支給されませんの
でご注意ください。

心身障害者扶養共済制度
この制度に加入していると、加入者（保護者）が死亡

または重度の障害状態になった場合、障害のある方に年
金が支給されるほか、障害のある方が死亡した場合は弔
慰金が支給されます。
加入できる方／
①障害のある方の保護者（現に障害のある方を扶養して
いること）

②埼玉県内（さいたま市を除く）に住所を有している
③加入する年度の4月1日時点の年齢が６５歳未満である
こと

④加入時に疾病および障害を有していない（生命保険に
加入できる状態であること）

掛金／1口月額９，３００円～２３，３００円（2口まで加入可）
※所得により掛金が減額または免除になる場合あり
支給額／
・年 金 1口月額２０，０００円、2口月額４０，０００円
・弔慰金 加入期間に応じて５０，０００円、１２５，０００円、

２５０，０００円
※2口の場合も加入期間に応じて支給
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